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購買約款 - 日本 

1. 定義 
 
「アボット」とは、米国イリノイ州の会社であるアボ

ット・ラボラトリーズ（Abbott Laboratories）をいう。 
 
「関連会社」とは、直接又は 1社以上を介して間接的に

当事者を支配する又は当事者に支配される法人若しく

はその他の事業体、又は当事者と共通の支配下にある

法人若しくはその他の事業体をいう。 
 
「当局」とは、(a)国際機関、多国籍機関、（単一）国

家、連邦、州、地域、都道府県、市町村、郡、地区そ

の他の政府又は公的機関、委員会、審議会、中央銀行、

裁判所、法的管轄権を有する仲裁機関、監事会、理事

会、審判所、局、(b)これらの下部組織若しくは内部部

局又は(c)これらのもとで若しくはこれらのために、規

制、収用、課税の権限を行使する準政府機関又は民間

機関をいう。 
 
「納期」とは、納期又は補足契約に記載される本商品

についての期限、引渡日又は履行日をいう。 
 
「本購買品」とは、買主が本注文書により売主に注文

した物品、成果物、製品としてのソフトウェア及び／

又はその他の材料をいう。 
 
「知的財産」とは、特許、特許出願、企業秘密、ノウ

ハウ、専有情報、発見、発明（特許性があるか否かを

問わない）、著作物、著作権、商標、トレードドレス

その他の国を問わず認められている知的財産権であっ

て、個人若しくは事業者が所有し、管理し、又はライ

センスを許諾されているものをいう。 

「法令」とは、(a)国内、外国、国際を問わず、すべて

の憲法、条約、法律、政令、規則、命令、規制及び条

例、(b)あらゆる当局のすべての判決、命令、令状、差

止命令、決定、裁定及び指令、(c)法的拘束力はないも

のの、当局により遵守が求められるすべての方針、自

主規制、慣行及びガイドライン並びに当局との契約、

(d)本商品に関連する、又は本商品を管轄する、すべて

の業界のガイドライン、方針、行動規範又は基準をい

う。 
 
「注文明細」とは、本注文書に定める商品説明、数量、

価格、納期、引渡場所（第 13 条に定義する）、納品条

件及び支払条件のいずれかをいう。 
 
「両当事者」とは、買主及び売主をいい、「当事者」

とは、買主又は売主をいう。 
 
「本商品」とは、本購買品及び／又は本サービスをい

う。 
 
「提供品」とは、買主又はその関連会社が、本注文書

の履行に関連して、又はその履行に使用するために、

売主のために対価を支払い、売主に提供し、又は提供

させることができるすべての材料（設計、仕様書、図

面、設計図、消耗品、設備、成形品、工具、予備部品

又はその他の財産を含む）をいう。 
 
「本注文書」とは、注文明細及び本約款を含む、本商

品の購入のためになされる書面による、又は電子的な

方法による注文をいう。 
 
「買主」とは、本商品についての本注文書を発行する

アボット又はその関連会社をいう。 
 
「買主機密情報」とは、(a)本注文書の存在及びその条

項並びに(b)買主又はその関連会社から売主に提供され

るすべての情報（書面、口頭、視覚的及び/又はその他

の形式で提供された情報並びに買主又はその関連会社

の敷地内で見聞きした情報を含む）をいい、製品、顧

客、サプライヤー、データ、工程、試作品、サンプル、

計画、マーケティング計画、報告書、予測、技術的、

財務的若しくは商業的な情報、個人情報、研究、研究

結果、戦略その他の知的財産に関する情報を含む。 
 
「売主」とは、買主から本注文書の発行を受けるサプ

ライヤー又はサービスプロバイダーをいう。 
 
「本サービス」とは、買主が本注文書により売主に注

文したサービスをいう。 
 
「仕様書」とは、本注文書の日付時点で買主が発行又

は承認した本注文書及び／又は補足契約に定める、本

商品に適用される要件、仕様及び品質基準をいう。 
 
「補足契約」とは、買主と売主が署名した、本商品の

購入に関する別個の供給、サービス、品質又はその他

の書面による契約をいう。 
 
「本約款」とは、本書の各条項をいう。 
 
「第三者」とは、両当事者及び/又はその関連会社以外

の個人又は事業者をいう。 
 

2. 本注文書の受諾 買主による本商品の発注は、売主が

本注文書を受諾することを明示的な成立条件とする。

売主が本購買品の出荷若しくは納品を行い、又は本サ

ービスを実施した場合、売主は本注文書を受諾したも

のとみなされる。売主は、買主に対して、本注文書の

履行状況を通知し、買主の合理的な求めに応じ適切に

報告するものとする。補足契約を除き、その他の条件

（売主が一方的に提案した条件を含む）の受諾は、買

主によって明示的に拒否されるものとし、買主がその

他の条件に対して異議を申し入れなかった場合、及び/
又は買主が本商品を受け入れた場合であっても、買主

が条件を受諾したとはみなされないものとする。本注

文書を受諾することができない場合、売主は本注文書

を受領した時点で書面にて買主に通知するものとする。 
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3. 優劣 注文明細と本約款の定めの間に矛盾がある場合

は、注文明細が優先される。本注文書に基づく権利及

び義務は、補足契約に基づく権利及び義務を補完し、

追加するものとし、本注文書と補足契約の間に矛盾が

ある場合は、補足契約が優先する。ただし、補足契約

が品質に関する契約である場合、その品質に関する契

約は、品質に関する事項についてのみ優先する。 
 

4. 撤回 買主は、売主に書面で通知することにより、い

つでも、理由なく、また売主に責任を負わせることな

く、直ちに本注文書の全部又は一部を解除し、取り消

し、又は保留することができる。かかる解除又は取り

消しは、それまでに発生した権利又は義務に影響を与

えないものとする。上記の定めにかかわらず、買主が

理由なく本注文書を解除し、又は取り消した場合、買

主は、かかる解除又は取り消しの日以前に、本注文書

の履行に直接関連し、かつ売主が実際に負担した費用

があれば、その費用を売主に支払い、その支払のみが、

かかる解除又は取り消しの対象となった本注文書につ

いて売主に与えられる唯一の救済措置となる。ただし、

売主が負担した費用の請求は、合理的なものであり、

かつ注文した本商品の価格を超えてはならず、売主が

その費用を実際に負担したことを示す証憑と共に書面

をもってなされなければならない。 
 

5. 価格 本商品の価格は、買主が書面で別途合意しない

限り、注文明細で定める価格又はそれ以下の価格でな

ければならない。価格は、本購買品の納品又は本サー

ビスの履行に必要な活動全体に対応するものであり、

売主は、納期を守るために、買主に追加の費用を請求

することなく、労働力、材料、設備を含む十分な資源

を投入するものとする。 
 

6. 支払 買主は、本注文書及び／又は補足契約に定める

すべての要件を満たす本商品について、以下の(a)から

(c)のいずれか早いものから起算して、60 日間又は法令

で許容される最長期間内に、争いのない金額を支払う

ものとする。 
(a)本購買品の納品（第 13条（納品条件）に従う）又

は本注文書及び／若しくは補足契約において定める

本サービスの履行の完了 
(b)完全かつ詳細な請求書の受領 
(c)本購買品については、適正な出荷明細書の受領 

なお、買主は、誠意をもって異議を申し立てた金額の

支払を保留することができる。請求書に対する支払は

本商品の受領を意味するものではなく、請求書の内容

は本商品の過誤、不足、欠陥に応じて調整されるもの

とする。 
請求書に関する紛争をもって、売主による本購買品の

引渡しの不履行又は本サービスの不履行を正当化でき

ないものとする。支払は、注文明細及び/又は補足契約

で指定された通貨により行われる。 
 

7. 経費の償還 売主が負担した経費の償還は、買主が事

前に書面で承認するものに限られる。事前に承認され

た旅費の償還については、買主の旅費ガイドラインに

従うものとする。 
 

8. 相殺 買主は、本注文書に関連するものであるか否か

を問わず、買主又はその関連会社が売主に対して支払

義務を負う金額から、売主が買主又はその関連会社に

対して支払義務を負う金額を差し引くことができる。 
 

9. 税金 各当事者は、適用法令に基づき、本注文書に基

づく取引及び支払に関してその当事者に課されるすべ

ての税金を特定し、納める責任を負う。売主は、適用

される消費税、売上税、使用税、付加価値税及びサー

ビス税（以下、「間接税」という。）のうち、売主が

買主から法的に受領する義務のあるものを請求するこ

とができ、買主はこれを売主に支払うものとする。た

だし、買主が免税証明書又は直接納税証明書を売主に

提出し、買主がかかる間接税の免除を申請できる場合

は、売主はかかる間接税を買主から受領せず、買主は

これを売主には支払わないものとする。本約款のその

他の定めにかかわらず、買主の、売主への本注文書に

従った支払が源泉徴収税又は類似の税の課税対象とな

る場合、買主はその源泉徴収税又は類似の課税の額を

当局に納付し、売主に支払う金額からその納付した金

額を差し引く権利を有するものとする。 
 

10. 表明及び保証 
 

(a)売主は、以下の各事項を誓約し、表明し、及び保証

する。 
 

(i) (A)関税、反ボイコット、禁輸、輸出入管理、出入

国管理、個人情報保護、表示、環境保護、危険物、

規制物質及び児童福祉に関する法律、賃金及び労働

時間を含む健康、安全及び労働に関する法律、不当

景品類及び不当表示防止法（昭和 37 年 5 月 15 日法律

第 134号）、医療機器業公正競争規約及び医療用医薬

品 販 売 業 公 正 競 争 規 約 、 反 キ ッ ク バ ッ ク 法

（42USC1320a-7b）並びにこれらに類似するものを含

む全ての適用法令を遵守すること、並びに(B)買主又

はその関連会社の敷地内で適用される規則を遵守す

ること 
 
(ii)本購買品の販売又は本サービスの履行に関連して

必要なすべての承認、証明、許可その他の許認可を

取得すること 
 

(iii)本購買品は、(A)安全であり、製造、設計、技術

及び材料に瑕疵がないこと、(B)米国食品医薬品化粧

品法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全

性の確保等に関する法律（昭和 35 年 8 月 10 日法律第

145 号）並びにこれらに基づくすべての規制及び規則

又はこれらに類似する適用法令に照らして、不備又

は不当表示がないこと、(C)仕様書に適合しているこ

と、(D)担保権、優先権、負担その他の所有権に対す

る一切の権利の対象となっていないこと、(E)（本注

文書及び/又は補足契約で別途指定しない限り）販売

に適した品質を備え、新品であり、かつ未使用品で
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あり、買主の意図に適合するものであること、(F)引
渡の時点で、コンピュータウィルス又はその他の同

様の有害な、悪意のある、又は隠されたプログラム

が含まれていないこと、並びに(G)適用法令のすべて

の要件を満たすこと 
 
(iv)すべての本サービスを、優良であって、かつ専門

性及び熟練に裏付けられた手法により遂行し、遂行

に必要な資格と専門知識を有していること及びいか

なる成果物（第 27 条に定義する）も第三者の知的財

産を侵害し、又はこれを不正に利用するものではな

いこと 
 
(b)汚職防止 売主は、以下の(i)から(iii)を誓約し、表明

し、及び保証する。 
 

(i) 汚職防止に関連するすべての適用法令を現在遵守

しており、今後も遵守すること 
 
(ii) 売主、売主が雇用する者又は売主のために行動す

る者（従業員、役員、代理人、コンサルタント及び

委託先を含む）が、(A)事業上の利益を維持する目的、

事業上の便宜を得る目的、事業を個人又は事業者に

誘引する目的又は個人又は事業者から失わせる目的

で、直接的であるか間接的であるかを問わず、一切

の経済上の価値を有するものを、(1)提供し、提供を

提案し、若しくは提供の約束をしないこと、又は(2)
受領し、受領を提案し、若しくは受領に同意しない

こと、並びに(B)権限のある当局の役職員に対して、

通常の職務行為の実行を迅速になさせ、又はこれを

確保する目的で、ファシリテーションペイメント、

迅速化又は円滑化のための支払を行わないこと 
 
(iii) 売主又はその関連会社の支配者、パートナー、

役員、取締役又は従業員（以下、「表明対象者」と

総称する。）のいずれも、当局の役職員ではないこ

と 
 

また、売主は、表明対象者が当局の役職員の身分を得

る前に買主に対して書面で通知し、その表明対象者は、

買主の事前の書面による同意を得ない限り、本商品の

供給に当たらないものとする。 
 
(c)資格停止 売主は、売主、その関連会社、本サービ

スを提供するそれぞれの代理人、委託先又は従業員の

いずれもについて、過去 5年間において、以下の(i)から

(iii)を誓約し、表明し、及び保証する。 
 

(i) 資格停止、資格剥奪又は除名の処分を受けていな

いこと 
 
(ii) いかなる機関によってもかかる制限を課すことの

提案がなされていないこと 
 
(iii)有罪判決を受けておらず、かかる制限を受ける

可能性のある民事上の判決を言い渡されていないこ

と 

「資格停止、資格剥奪又は除名」とは、以下の(A)から

(D)のいずれかについて、適用法令に基づき、禁止、一

時停止若しくはその他の制限を受ける、又は不適格と

みなされることをいう。 
 

(A) 米国の食品医薬品局又は日本の厚生労働省が承

認し、又は審査している医薬品若しくは医療機器の

申請者に対して役務を提供すること 
 
(B) 臨床研究に参加すること 
 
(C) 政府のプログラムに参加すること、若しくは物

品若しくは役務を提供すること 
 
(D) 政府の調達プログラム若しくは調達外プログラ

ムに参加すること 
 

売主は、本保証に違反した場合、又は売主がそのよう

な制限を受ける可能性のある調査や手続きを知った場

合、直ちに買主に通知するものとする。通知を受領し

た時点で、買主は本注文書を直ちに解除することがで

きる。 
 
(d)紛争鉱物 売主は、自己の費用と費用負担で、買主

が求める形式で、本購買品中に存在する紛争鉱物の原

産国、原産地、加工流通過程の管理及びその処理に使

用された製錬者又は精製者に関するすべての合理的な

情報の開示に速やかに応じることを誓約し、表明し、

及び保証する。売主は、かかる情報を収集するために

合理的なデューディリジェンスと調査を行い、売主の

知る限り、かかる情報が真実、正確かつ完全であるこ

とを証明するものとする。「紛争鉱物」とは、コロン

バイト-タンタライト（コルタン）、錫石、金、鉄マン

ガン重石又はそれらの誘導体をいい、米国ドッド・フ

ランク法（ウォール街改革及び消費者保護に関する法

律）第 1502 条及び同法施行規則でさらに定義されるタ

ンタル、錫及びタングステンに限定される。 
 
(e)サプライヤーガイドラインの遵守 アボットは、人

権、労働、環境保護及び汚職防止の基本原則を支持し、

適用することで、アボット及びサプライヤーの長期的

な事業の成功を確保し、世界中の人々の生活を向上さ

せ る こ と を 約 束 す る 。 売 主 は 、

http://www.abbott.com/partners/suppliers.html に掲載され

ているアボットサプライヤーガイドライン（随時発効）

を読み、同ガイドラインで示される価値観を遵守する

ことに同意する。アボットの要請に応じて、売主は、

(i)売主が同ガイドラインを遵守していることをアボッ

トが確認する目的で、アボット（又は買主若しくはそ

れらの委任を受けた第三者アドバイザー）に対して情

報を提供し、情報へのアクセスを許容し、(ii)特定され

た問題を是正し、その是正措置を報告するために商業

的に合理的な努力を尽くすものとする。本注文書と同

ガイドラインの間に矛盾がある場合は、本注文書が優

先される。 
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11. 検査 買主は、買主の単独の選択により、本商品のす

べて又はサンプル（完成品若しくは仕掛品を問わない）

を検査し、試験し、又は監査することができ、本商品

のいずれかが仕様書に適合していない可能性又は欠陥

がある可能性がある場合、買主はそれらの本商品のす

べて又は一部の受領を拒否することができる。買主は、

交換された本購買品の検査及び／又は再実施された本

サービスの検査を行う権利を有する。 

12. 保証違反 本商品が上記の保証事項に適合しない場合、

又は本約款若しくは補足契約に適合しない場合、買主

は、以下の(a)又は(b)を、買主の指示に従い、合理的に

可能な限り迅速に、売主の費用負担と責任において行

うよう請求することができる。 

 
(a) 支払額の全額の返金又はクレジットの返還を請求

し、適合しない本商品の未処理の本注文書を取り消

し、本購買品である場合は、売主の費用負担と責任

で返品すること 
 
(b) 売主に対して、適合しない本サービスを再実施す

るか、適合しない本購買品を修理し、若しくは交換

すること（又は侵害品である場合は、第 21 条（補償）

に定める救済措置を実施すること） 
 

売主はこれらの請求に迅速に応じなければならないも

のとする。また、両当事者は、商法（明治 32 年 3 月 9
日法律第 48 号）第 526 条が本注文書には適用されない

ことに同意する。  
 

13. 納品条件 本購買品は、注文明細で指定される、又は

買主が書面で指定する引渡し場所（以下、「引渡場所」

という。）において、仕向地持込渡（インコタームズ

2020 に基づく DAP）により引き渡されるものとする。 

 
14. 所有権及び危険負担 本購買品の所有権及び危険負担

は、引渡場所において買主に移転するものとする。 

 
15. 出荷 売主は、納品される本購買品の出荷ごとに、注

文明細に定める本注文書の番号、数量及び買主の品目

番号を含む梱包品一覧、有効な原産地証明書、有効な

分析証明書又は仕様書への適合証明書、売主の製品番

号／リスト番号並びに関税分類コードが記載された書

面が添付されていることを確認するものとする。買主

は、これらの書類のない本購買品の引渡しを拒否する

権利を留保するものとする。買主が書面で別途合意し

た場合を除き、出荷数量は注文数量と等しくでなけれ

ばならない。 

 
16. 貨物の安全性及びセキュリティ基準 売主は、買主の

要求に従って本購買品を梱包し、積み込み、及び出荷

するものとする。買主の要求がない場合、売主は、危

険物輸送に関する適用法令に従い、輸送中の本購買品

の損傷や紛失を十分に防ぐことができる方法で本購買

品を梱包し、積み込み、及び出荷するものとする。本

購買品のセキュリティを確保するため、売主には、米

国対テロ税関産業界提携プログラム（C-TPAT）、欧州

認定経済事業者（AEO）セキュリティプログラム若し

くは該当する同等のサプライチェーンセキュリティプ

ログラムの参加者であることが、又は要求に応じて、

安全なサプライチェーンに対する売主の取り組みを確

認するセキュリティプロファイル及び覚書の提出が求

められる。さらに、売主は、サプライチェーンセキュ

リティプログラムの認定を受けた配送業者のみを使用

しなければならない。 

 
17. 本商品の組成データの提供 売主は、売主の単独の費

用と負担において、要求があれば速やかに、安全デー

タシート、化学物質報告書又は本商品の化学組成と原

産国を特定するその他の同様の技術文書を提供しなけ

ればならない。 

18. 期限の遵守 すべての本購買品の供給及びすべての本

サービスの遂行において、納期が本質な要素である。 

 
19. 引渡の不履行 第 20 条（不可抗力）の定めを前提とし

て、売主が納期までに本購買品を引き渡さない場合、

又は本サービスを遂行しない場合、売主は買主に対し、

その損失について損害賠償責任を含むあらゆる責任を

負うものとし、買主が本注文書を取り消さないことを

選択した場合、買主の請求に応じて、売主は単独の費

用と負担において、引渡し又は遂行を早めるものとす

る。 

20. 不可抗力 いずれの当事者も、不可抗力事由による履

行不能又は履行遅滞について責任を負わないものとし、

また、義務の不履行又は履行遅滞が、影響を受けた当

事者の合理的な支配を超える、その当事者の懈怠、過

失、作為又は不作為に起因しない予見不可能な原因に

よるものである場合、その範囲内において、またその

限りにおいて、本約款に定める義務の違反又は不履行

があったとはみなされないものとする。 

 
「不可抗力事由」は、洪水及び地震などの自然災害、

戦争、テロリズム、暴動、反乱、爆発、禁輸並びに履

行を違法又は不可能にする当局の行為又は命令を含む

が、原材料、労働力、エネルギー又は本商品に対する

その他の投入資源に関する不足又は価格の上昇は、不

可抗力事由とはみなされないものとする。不可抗力事

由が発生した場合、履行を妨げられた、又は履行が遅

れた当事者は、速やかに他方の当事者にかかる原因を

通知するものとし、不可抗力事由を通知する当事者の

単独の費用と負担において、合理的に可能な限り速や

かに、不可抗力事由の影響を緩和するために必要なあ

らゆる合理的な措置を講じるものとする。また、相手
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方当事者による履行遅滞の影響を受ける当事者は、(a)
履行を一時停止し、不可抗力事由が生じている間、履

行期限を延長すること、又は(b)本注文書の未履行部分

の全部又は一部を取り消すことができる。売主の履行

を妨げ、又は遅延させる不可抗力事由が完全に終了す

るまで、売主は買主を他の顧客と同等に扱い、買主は、

売主がその時点で供給することができる本商品の総量

に、過去 12 ヶ月間における売主の本商品の供給総量に

占める買主の調達割合の平均値を乗じた数量以上の本

商品を入手することができるものとする。 
 

21. 補償 

(a)売主は、単独の費用と負担において、以下の(i)から

(iii)のいずれかを原因とし、又はこれらのいずれかに関

連するあらゆる損失、責任、罰金、罰則、欠陥、損害、

費用、経費（合理的な弁護士費用と経費を含む）、判

決、和解、利息、報酬、起訴、手続若しくは請求から、

買主及びその関連会社並びにそれぞれの従業員、取締

役、役員、代理人及び委託先を防御し、補償し、及び

責任を免れさせるものとする。 
 

(i) 本商品の設計、開発、製造又は出荷等における、

売主の過失、重過失又は故意による違法行為又は不

正行為 
 
(ii) 売主による本注文書又は補足契約の違反又は不履

行 
 
(iii) 本商品による知的財産の侵害又は不正利用（以

下、「侵害品」という。）の事実又は申し立て 
 
(iv) (1)隠れたるものであるか、明らかになっている

ものであるかを問わず、不適切な構造又は設計を含

む、現実に存在する、又は主張されている本商品の

欠陥、(2)仕様書又は保証への不適合又は(3)本商品に

関連する厳格責任（若しくは類似の法理）又は不法

行為の主張に起因する、又は起因すると主張される

死亡又は負傷、財産の損害その他の損害若しくは損

失 
 
(b)本条に基づく請求が、売主が提供した、若しくは売

主のために提供された侵害品に関するものである場合、

又は売主の見解ではその可能性がある場合、売主は、

（本注文書及び／又は補足契約に基づく売主の義務に

加えて）買主の書面による同意を前提として、以下の

(i)から(iii)のいずれかの対応措置を実施する。 
 

(i) 同等の機能が維持されるようにしたうえで、侵害

品を非侵害品に交換し、又は修理する 
 
(ii) 侵害品の使用を継続する権利を買主及びその関連

会社に付与する 
 
(iii) 侵害品を、合理的にみて同等の機能を有する、

侵害品ではない本商品と交換し、又は合理的にみて

同等の機能を有する、侵害品ではない本商品になる

よう修理する 
 

上記の対応措置の実施に関連する費用は、売主が単独

で負担するものとする。 
 
(c)売主は、本条に基づく請求に対する防御をその単独

の費用において引き受けるものとする。買主は、その

選択、費用負担及び裁量において、本条に基づく請求

に対する防御に参加することができる。売主は、買主

の書面による事前の同意がない限り、買主若しくはそ

の関連会社を拘束する、又は責任の存在若しくは不正

行為の事実の認諾を含む和解や妥協には同意しないも

のとする。 
 

22. 付保 売主は、買主が売主のために又は売主に代わっ

て付保しないことを理解する。この保険には、売主が

個人である場合の身体的及び/又は個人的な傷害に対す

る保険や、売主の従業員に対する保険が含まれるが、

これらに限定されない。したがって、売主は、本注文

書に基づいて提供される本サービスの範囲に基づいて

合理的な種類及び金額の財産及び責任保険を、また法

律で要求される場合にはその通りに、売主自身の費用

で調達及び維持する。売主は、買主の要求に応じて、

売主の保険引受人の適切な権限を有する代表者が署名

した保険証明書を買主に提供するものとし、その保険

の証拠を買主が受け入れ可能な形式で提供する。 

 
23. 責任の制限 本約款及び／又は補足契約に明示的に定

められている場合を除き、買主及びその関連会社は、

本注文書又は補足契約に基づく取引に起因し、又は関

連する間接損害、特別損害、付随的損害、結果損害又

は懲罰的損害賠償（時間、機会の損失、利益又は売上

の損失を含む）について、売主又は第三者に対して責

任を負わないものとする。 

 
24. 提供品 すべての提供品は買主の専有物であり、明示

又は黙示を問わず、いかなる保証もなく売主に提供さ

れる。売主は、(a)提供品に対するいかなる権利も主張

せず、その使用、開発、生産について、所有権、知的

財産権その他の権利を含むいかなる権利主張も行わず、

(b)提供品を使用するための適切な技能を有し、その使

用を売主の単独の責任で行い、(c)提供品は、本注文書

又は補足契約の履行に必要な範囲でのみ使用するもの

とし、(d)買主の事前の書面による同意を得ることなく、

第三者に提供しないものとし、(e)提供品に担保権その

他の権利を設定せず、かつ第三者にもこれをなさせず、

(f)本注文書若しくは補足契約に基づく最終の納期を経

過した場合、又は買主の要求があった場合、買主の指

示に従い提供品を返還し、譲渡し、又は破棄するもの

とする。買主の指示がない場合、売主は、最終の納期

から 60 日以内に、売主の費用負担で提供品を返還する

ものとする。 
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25. 機密情報 売主は、本約款に基づく義務を履行するた

めに必要な場合を除き、買主機密情報を使用しないも

のとする。売主は、買主機密情報の秘密を保持し、弁

護士の意見がある場合、司法手続、行政手続又は適用

法令で求められる場合（この場合、売主は、かかる手

続又は適用法令に従って開示する必要がある機密情報

のみを開示するものとする）又は買主の事前の書面に

よる同意がある場合を除き、買主機密情報を第三者に

開示しないものとする。売主は、買主機密情報を、売

主の役員及び従業員並びに売主の指揮命令下にあって、

売主の組織の内部において、又は売主の組織を代表し

て、職務に従事するその他の者に開示することができ

るが、開示を受けるこれらの者は、(a)目的を達成する

ために正当な「知る必要性」を有する者であって、(b)
買主機密情報の機密性について売主から告知をうける

必要のある者であり、かつ(c)本注文書の条件と同等以

上に厳しい条件に従って買主機密情報を保護する義務

を負う者でなければならない。また、最終の納期を経

過した場合、又は最終の納期より前に買主の要請があ

った場合、売主は買主機密情報を返却し、又は破棄す

るものとする。買主機密情報にかかる売主の守秘義務

は、納期から 10 年間継続するものとする。上記の定め

にかかわらず、口頭による方法、視認できる方法、書

面による方法その他の方法により買主が企業秘密と認

定した買主機密情報に関しては、その買主機密情報が

適用法令に基づいて企業秘密としての性質を保持する

限り、守秘義務及び不使用の義務は継続するものとす

る。売主は、売主自身の機密情報を取り扱う場合と同

程度の注意を払い、いかなる場合も合理的な程度の注

意を下回ることなく、すべての買主機密情報を取り扱

うものとする。ただし、本条に定める義務は、以下の

(i)から(iv)のいずれかに該当する場合は適用されないも

のとする。 

 
(i) 本注文書又は補足契約に関連して、その受領前か

ら売主が知っていた買主機密情報であって、そのこ

とが売主の書面による記録により証明されるもの 
 
(ii) 第三者による制限を受けることなく売主に開示さ

れ、その第三者が法律上開示する権利を有する買主

機密情報 
 
(iii) 売主の過失によらずに公知となった、若しくは

公知になる買主機密情報 
 
(iv) 買主機密情報を使用することなく売主により、

若しくは売主のために独自に開発された買主機密情

報であって、そのことが売主の書面による記録によ

り証明されるもの 
 

26. 公表 売主は、アボットのパブリックアフェアー又は

その指定する者の書面による事前の同意がない限り、

本注文書又は補足契約の存在及び条件を開示しないも

のとし、アボット又はその関連会社の社名、ロゴその

他の識別情報を、売主の広報、広告、発表、宣伝素材、

顧客一覧又はウェブサイトに使用しないものとする。 

 
27. 成果物の権利 すべての成果物（以下に定義する）は、

納品の要否にかかわらず、速やかに買主に開示され、

買主の専有の財産となるものとする。売主は、本約款

に基づき、成果物に対するロイヤルティ又はその他の

対価の支払を買主から受けることなく、成果物のすべ

ての権利、所有権及び利益を買主に譲渡するものとす

る。成果物は、著作物性を有する限りにおいて、1976
年米国著作権法又は米国外で適用される同等の法令に

基づく「職務著作」とみなされ、買主の専有の財産と

なるものとする。成果物が職務著作とならない場合、

売主は本約款に基づき成果物を買主に譲渡し（日本の

著作権法第 27条及び第 28条に定める権利を含む）、売

主は成果物に関して著作者人格権を含む譲渡不可能な

著作者の権利を行使しないものとする。また、「承認

成果物」とは、本注文書又は補足契約に関連して、売

主が単独で、又は他者と共同で考案し、執筆し、実用

化し、作成し、又は開発した報告書、データ、通信、

資料、情報、成果物、ソフトウェア（オブジェクトコ

ード若しくはソースコードを含む）、知的財産又は改

良をいう。買主の書面による明示的な指示がない限り、

売主は、提供品若しくは買主機密情報に基づく、リバ

ースエンジニアリング、逆コンパイル、分解、化学分

析、修正又は派生物の作成（以下、「未承認成果物」

と総称する。）を行わないものとする（以下、「承認

成果物」と併せて「成果物」と総称する。）。 

 
28. 既存の知的財産 上記の定めにかかわらず、買主又は

売主は、本注文書又は補足契約の日付以前に他方の当

事者、その関連会社又はライセンサーが所有していた

知的財産、本注文書又は補足契約とは無関係に開発さ

れた知的財産及び売主側で買主機密情報若しくは提供

品を使用せずに創出した知的財産（以下、「既存の知

的財産」と総称する）の所有権を取得しないものとす

る。買主及びその関連会社は、本注文書又は補足契約

に定められている場合を除き、明示又は黙示を問わず、

売主に知的財産を使用するライセンスを付与しないも

のとする。 

 
29. ライセンス 売主は、本約款に基づき、買主及びその

関連会社に対し、それらが成果物を含む本商品を使用

するために必要な範囲で、既存の知的財産を使用し、

変更し、及び強化するための非独占的、取消不能、ロ

イヤリティフリーの全世界的ライセンス（サブライセ

ンス権を含む）を付与する。 

 
30. ソフトウェア 本注文書に基づきソフトウェアが提供

され、そのソフトウェアが成果物ではない場合、売主

は本約款に基づき、複製、アクセス及び派生物の作成

を含むあらゆる使用について、世界的、永続的、ロイ
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ヤリティフリーのライセンスを買主及びその関連会社

に付与する。売主は、請求書、シュリンクラップ、ク

リックラップ又はソフトウェアと一緒に提供されるそ

の他の条件や契約は、そのソフトウェアの使用に売主

の明示的な承諾が必要な場合でも、買主を拘束するも

のではなく、買主に対していかなる効力も持たず、買

主によって拒否されたものとみなされることに同意す

る。売主は、製品の全部又は一部が、GNU 一般公衆利

用許諾契約（GNU Public License）、GNU 劣等一般公衆

利用許諾契約（GNU Lesser General Public License）、

Mozilla パブリックライセンス（Mozilla Public License）、

Common Development and Distribution ラ イ セ ン ス

（ Common Development and Distribution License ） 、

Eclipse パブリックライセンス（Eclipse Public License）
などのオープンソースソフトウェア、フリーウェア又

はフリーユースソフトウェアのライセンス条件に従う

ものではないことを保証する。これらのライセンス条

件には、これら以外のソフトウェア（成果物及び本商

品を含む）について、(a)ソースコード形式で開示又は

配布されること、(b)派生物を作成する目的でライセン

スされること及び／又は(c)無償で再配布されることを

求めるものも含まれる。 

 
31. 監査、記録及び電子データ 売主が本注文書を遵守し

ていることを確認するため、買主、当局及びそれらの

代表者は、合理的な時間、場所及び通知を前提として、

(a)本商品の製造又は提供において売主が使用するすべ

ての施設、資源及び手順を検査する権利、並びに(b)本
商品に関連するすべての記録を調査する権利を有する

ものとする。(b)の記録について、売主は、買主又は当

局の要求に応じて容易に検索可能な方法で、かつその

記録又は電子データの劣化、損傷又は紛失を防止でき

る方法で、(i)納期から 10 年間又は(ii)適用法令で義務付

けられている保存期間のいずれか長い方の期間、その

記録又は電子データを保存することに同意する。売主

は買主の指示に従い、その記録及び電子データを、排

他的権利を及ぼさない方式により返還し、破棄し、及

び／又は安全に消去するものとする。売主は、保存期

間中に記録や電子データの劣化、損傷又は紛失があっ

た場合、買主に通知するものとする 

32. 救済措置の非排他性 本約款に定める買主の権利及び

救済措置は、排他的なものではなく、累積的なもので

あり、実体法上若しくは衡平法上又は補足契約におい

て定められているその他の権利及び救済措置に追加さ

れるものとする。 

 
33. 独立当事者間の契約 両当事者は、それぞれ独立の契

約当事者である。両当事者は共同事業者又は合弁事業

者とはみなされず、一方の当事者が他方の当事者の代

理人又は従業員とみなされることもない。いずれの当

事者も、他方の当事者のために、又は他方の当事者の

名において、義務を引き受ける、義務を発生させる、

又は他方の当事者を第三者との契約、合意若しくは事

業に拘束する、明示的な権利も黙示的な権利も有さず、

当事者のいかなる行為もそのような権利を付与するも

のとはみなされないものとする。 

 
34. 詐欺及び濫用 両当事者は、(a)本注文書及び本注文書

に基づく支払は、売主が、買主又はその関連会社の製

品を紹介し、処方し、推奨し、使用し、又は購入する

ことについて、明示的若しくは黙示的な合意又は了承

の見返りとして行われたものではなく、また(b)本商品

の支払総額が、売主及び買主又はその関連会社による

紹介若しくは取引の量又は取引の価値を考慮して決定

されたものではなく、適正な市場価格を現すものであ

ることを認める。 

35. 透明性 売主は、買主が適用法令に基づき、飲食費用

や旅費など、特定の医療従事者及び組織に対する支払

又は経済上の利益の提供について、報告が義務付けら

れていることを認める。売主が買主に代わってそれら

の支払を行う場合、売主は、支払の受領者から支払の

開示について同意を得ること、支払に関するデータを

収集すること及び Transparency_Hub@abbott.com を用い

てそのデータを買主に速やかに報告することに同意す

るものとする。 

36. 譲渡 売主は、買主の事前の書面による同意（買主は

独自の裁量でこれを留保することができる）がない限

り、本注文書を譲渡することができないものとし、買

主の同意がない譲渡の試みは無効とする。この同意を

得た譲受人は、本注文書及び補足契約に基づく売主の

すべての義務を書面により引き受けるものとするが、

売主はその義務について主たる責任を並存して負い続

けるものとする。買主は、売主の同意を得ることなく、

また売主へ事前の書面による通知を行うことなく、本

注文書を譲渡することができる。本注文書は、各当事

者から本注文書譲渡を受けた者を拘束し、利益もその

者に帰属させる。 
 

37. 再委託 売主は、買主の事前の書面による同意（買主

は独自の裁量でこれを留保することができる）を得な

い限り、本注文書に基づくいかなる義務についても再

委託することができず、代行させることもできないも

のとする。売主は、それらの委託先の行為及び不作為

について、それらの行為及び不作為が売主によるもの

である場合と同等の責任と義務を負うものとする。 
 
38. 受益者たる第三者 買主の関連会社は、本約款で意図

された受益者たる第三者である。本約款のいかなる条

項も、買主の関連会社以外の第三者にいかなる性質の

権利、利益若しくは救済を与えることを意図しておら

ず、またこれらを与えるものでもない。 
 
39. 合意の完全性 本注文書及び補足契約は、その主題に

関する両当事者間の完全な合意を含み、かかる主題に

関する過去のすべての合意、交渉、協議、書面、理解、

約束及び会話に優先するものとする。 

mailto:Transparency_Hub@abbott.com
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40. 準拠法 本注文書は、抵触法の原則にかかわらず、日

本法を準拠法とする。国際物品売買契約に関する国際

連合条約（ウィ―ン売買条約）は適用されないものと

する。 
 

41. 裁判管轄 以下の「紛争解決」の定めを前提として、

本注文書又は補足契約に関連して生じた紛争について

は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所

とする。 

42. 紛争解決 
 
(a)本注文書又は補足契約に関して両当事者間で紛争が

生じた場合、両当事者は、それぞれの代表者による直

接交渉により、誠意をもってその紛争の解決を図るも

のとする。かかる交渉により、紛争の発生の通知後 28
日以内に問題が解決しない場合は、以下の裁判外紛争

解決手続（以下、「ADR」という。）により解決され

るものとする。 
 
(b)ADR を開始するには、一方の当事者は、他方の当事

者に対し、ADR により解決すべき問題を書面により通

知する。その他方の当事者は、ADR の通知を受領して

から 14 日以内に、書面による通知により、解決すべき

争点を追加することができる。両当事者は、最初の

ADR の通知を受領してから 21 日以内に、手続を進行さ

せる、相互に受け入れ可能な、独立した、公平で、利

害関係のない中立人を選定するものとする。この期間

内に両当事者が相互に受け入れ可能な中立人を選定す

ることができない場合、各当事者は、独立した、公平

で、利害関係のない中立人を 1 名ずつ選定し、それら 2
名の中立人は、選定された後 10 日以内に、独立した、

公平で、利害関係のない第三の中立人を選定する。選

定される中立人はいずれも、いずれかの当事者又はそ

の関連会社の現役職員若しくは元役職員であってはな

らない。両当事者は、中立人の選定後 56 日以内（両当

事者が別途合意した場合を除く）に、相互に合意した

場所に出頭し、中立人の元で話し合いを進めるものと

する。 
 
(c)ADR には、協議期日前の各当事者が依拠する証拠及

び証人による証言の概要、各争点に関する結論及び解

決措置並びに各当事者の結論及び解決措置の論拠とな

る書面（20 ページを超えない簡潔なものとする）の提

出が含まれるものとし、この事前手続は、協議期日の

10 日前までに完了しなければならない。すべての事前

手続に関する紛争は、中立人によって解決されるもの

とする。宣誓証言、質問状、認否の要求、文書の提出

など、いかなる手段による証拠開示請求も認められな

いものとする。 

(d)協議は、連続する 2 日間に実施されるものとし、各

当事者は、反対尋問を含め、5 時間の説明時間を与えら

れ、自らの主張を述べることができる。中立人は、争

点ごとにいずれか当事者の結論及び解決措置の案を全

面的に採用するものとするが、一部の争点については

一方の当事者の結論及び解決措置の案を採用し、他の

争点については他方の当事者の結論及び解決措置の案

を採用することができる。中立人は、協議期日から 14
日以内に結論を示すが、書面による意見書は発行しな

いものとし、両当事者の事前の書面による同意がない

限り、紛争のいかなる部分も調停に付託しないものと

する。中立人の示す結論については、ADR において不

服を申し立てることはできないものとする。 

(e)中立人には、妥当な報酬と費用が支払われるものと

する。これらの報酬及び費用並びに有利な結果を得た

当事者の合理的な弁護士報酬及び費用（すべての専門

家証人の報酬及び費用を含む）並びに協議場所の費用

の支払については、(i)ADR におけるすべての争点につ

いて中立人が一方の当事者に有利な結論を示した場合、

敗訴当事者は、かかる報酬及び費用の 100％を支払うも

のとし、(ii)一部の争点について中立人が一方の当事者

に有利な結論を示し、その他の争点について他方の当

事者に有利な結論を示した場合、中立人は、結論を示

す際に、かかる報酬及び費用を当事者間でどのように

配分するかについて決定書を出すものとする。中立人

は、ADR の結果と合理的に関連する方法により報酬及

び費用を配分するものとし、より多くの争点について、

又はより大きな価値若しくは重大性を有する争点につ

いて有利な結論が示された側の当事者が、その弁護士

費用及び費用のより大きな割合を回収することができ

るようにする。 
 

43. 差止命令による救済 上記「紛争解決」の定めにかか

わらず、買主は、第 41 条（裁判管轄）に従い、裁判管

轄を有する裁判所に対して差止命令による救済を求め

ることができる。 
 
44. 解釈 単数形の文言は複数形を含むものとし、その逆

も同様とする。本約款において「含む」という文言が

使用されている場合は、「を含むが、これらに限定さ

れない」ことをいう。また、「又は」という文言は、

排他的であってはならない。別段の定めがない限り、

「日」という文言は暦日をいう。本約款の各条項の見

出しは、両当事者の便宜のために付されたものであり、

本約款の一部とはみなされない。 
 

45. 通知 本注文書に基づき要求又は許可される通知はす

べて書面で行われ、本注文書において具体的に言及し、

定評のある国内又は国際宅配便、書留郵便、特定記録

郵便で送料前払にて送付され、差出人への受領書の返

送を伴うか、本注文書に定める住所で手交されるもの

とする。本注文書に基づく通知は、(a)手交、(b)定評の

ある国内若しくは国際宅配便への投函の 2 日後又は(c)
書留郵便若しくは特定記録郵便の受領書に記載された

配達日に正式に行われたものとみなされる。当事者は、

本条に従って他方の当事者に書面で通知することによ

り、直ちに連絡先を変更することができる。 
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46. 変更及びリコールの通知 売主は、(a)売主が第三者か

ら本商品を調達した場合の調達先、(b)本購買品の製造

工程若しくは製造場所の変更又は(c)品質、形状、適合

性若しくは機能に影響を与える可能性のある変更など、

本商品に影響を与える可能性のある、又は仕様書から

逸脱する可能性のある変更を、買主の事前の書面によ

る同意（買主は独自の裁量でこれを留保することがで

きる）を得ることなく行ってはならない。売主は、本

商品に関連するリコールその他の品質に関する措置に

ついて、直ちに書面にて買主に通知しなければならな

い。売主は、買主に対し、リコールその他の品質に関

する措置又は未同意の変更に関連して買主又はその関

連会社が被った損失、損害、責任、費用及び経費を補

償するものとする。 
 

47. 米国連邦調達規則の遵守 本商品が買主による米国政府

契約の履行において使用される場合、及び米国政府契約

の条項が適用される場合、米国連邦調達規則 52.244-6
（商業品目の委託契約）及び 52.212-5（法令又は大統領

令を施行するために必要な契約条項及び条件－商業品目）

の条項（随時改訂）は、本参照により、本注文書に全文

が記載されているものと同等の拘束力及び効果を有し、

これらの条項は、売主がプライムコントラクターである

ものとして適用される。さらに、法令その他の規律に基

づき、当局により契約への定めが要求されるすべての条

項は、本約款で明示的に参照されているか否かにかかわ

らず、参照により本注文書に組み込まれるものとする。

米国連邦調達規則の全文は、https://www.acquisition.gov/
から電子的に閲覧することができる。 
 

48. 米国連邦請負業者の遵守 本注文書/本約款には、米国

連邦規則集第 41 巻第 60 条 1.4 項（41 CFR 60-1.4）及び

第 29巻第 471部第A章別紙A（29 CFR part 471, Appendix 
A to Subpart A）の条項が適用される場合があり、これ

らの条項が適用される場合、参照により本注文書／本

約款に組み込まれるものとする。さらに、本注文書／

本約款は、米国連邦規則集第 41 巻第 60 条 300.5 項 a
（41 CFR 60-300.5(a)）及び第 41 巻第 60 条 741.5 項 a
（41 CFR 60-741.5(a)）の条項が適用される場合があり、

これらの条項が適用される場合、参照により本注文書

／本約款に組み込まれるものとする。後者の 2 つの条

項は、保護された退役軍人及び障害者に対する差別を

禁止し、それらの者を雇用し、雇用を促進するための

アファーマティブ・アクションを義務付けている。 
 

49. 権利放棄 買主による本注文書に基づく権利又は義務

の放棄は、書面によるものとし、買主の権限を有する

代表者が署名するものとし、かかる放棄はその他の権

利又は義務には適用されないものとする。買主による

本商品又は本商品の購入代金の全部又は一部の受領又

は支払は、買主の権利の放棄を意味しない。 
 

50. 分離可能性 本約款又は補足契約のいずれかの条項が

無効又は執行不能と判断された場合、他の条項はその

無効又は執行不能の条項による影響を受けないものと

する。 

 
51. 存続条項 監査、補償、付保、責任の制限、機密情報、

成果物の権利、既存の知的財産、提供品、保証、紛争

解決及び義務の不履行に関する条項など、その性質上、

本商品の納品後又は本注文書の解除後若しくは取消後

も存続すべき本注文書のすべての条項は、本商品の納

品後又は本注文書の解除後若しくは取消後も存続する

ものとする。また、保証条項は、売主による納品若し

くは履行、買主による本商品の検査、受け入れ又は支

払の後も存続するものとする。疑義を避けるために記

すと、これらの条項は、その性質上、本商品の納品後

又は本注文書の解除後若しくは取消後も存続すべきそ

の他の条項を排除するものと解釈してはならない。 
 

52. 言語 本約款は、英語及び日本語で締結され、両文書

は等しく原文とする。英文と和文との間に齟齬又は異

なる解釈がある場合には、該当する和文は、自動的に

修正され、該当する英文と整合するように調整された

ものとみなされる。 
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	「法令」とは、(a)国内、外国、国際を問わず、すべての憲法、条約、法律、政令、規則、命令、規制及び条例、(b)あらゆる当局のすべての判決、命令、令状、差止命令、決定、裁定及び指令、(c)法的拘束力はないものの、当局により遵守が求められるすべての方針、自主規制、慣行及びガイドライン並びに当局との契約、(d)本商品に関連する、又は本商品を管轄する、すべての業界のガイドライン、方針、行動規範又は基準をいう。
	「注文明細」とは、本注文書に定める商品説明、数量、価格、納期、引渡場所（第13条に定義する）、納品条件及び支払条件のいずれかをいう。
	「両当事者」とは、買主及び売主をいい、「当事者」とは、買主又は売主をいう。
	「本商品」とは、本購買品及び／又は本サービスをいう。
	「提供品」とは、買主又はその関連会社が、本注文書の履行に関連して、又はその履行に使用するために、売主のために対価を支払い、売主に提供し、又は提供させることができるすべての材料（設計、仕様書、図面、設計図、消耗品、設備、成形品、工具、予備部品又はその他の財産を含む）をいう。
	「本注文書」とは、注文明細及び本約款を含む、本商品の購入のためになされる書面による、又は電子的な方法による注文をいう。
	「買主」とは、本商品についての本注文書を発行するアボット又はその関連会社をいう。
	「売主」とは、買主から本注文書の発行を受けるサプライヤー又はサービスプロバイダーをいう。
	「本サービス」とは、買主が本注文書により売主に注文したサービスをいう。
	「仕様書」とは、本注文書の日付時点で買主が発行又は承認した本注文書及び／又は補足契約に定める、本商品に適用される要件、仕様及び品質基準をいう。
	「補足契約」とは、買主と売主が署名した、本商品の購入に関する別個の供給、サービス、品質又はその他の書面による契約をいう。
	「本約款」とは、本書の各条項をいう。
	「第三者」とは、両当事者及び/又はその関連会社以外の個人又は事業者をいう。
	2. 本注文書の受諾　買主による本商品の発注は、売主が本注文書を受諾することを明示的な成立条件とする。売主が本購買品の出荷若しくは納品を行い、又は本サービスを実施した場合、売主は本注文書を受諾したものとみなされる。売主は、買主に対して、本注文書の履行状況を通知し、買主の合理的な求めに応じ適切に報告するものとする。補足契約を除き、その他の条件（売主が一方的に提案した条件を含む）の受諾は、買主によって明示的に拒否されるものとし、買主がその他の条件に対して異議を申し入れなかった場合、及び/又は買主が本商...
	3. 優劣　注文明細と本約款の定めの間に矛盾がある場合は、注文明細が優先される。本注文書に基づく権利及び義務は、補足契約に基づく権利及び義務を補完し、追加するものとし、本注文書と補足契約の間に矛盾がある場合は、補足契約が優先する。ただし、補足契約が品質に関する契約である場合、その品質に関する契約は、品質に関する事項についてのみ優先する。
	4. 撤回　買主は、売主に書面で通知することにより、いつでも、理由なく、また売主に責任を負わせることなく、直ちに本注文書の全部又は一部を解除し、取り消し、又は保留することができる。かかる解除又は取り消しは、それまでに発生した権利又は義務に影響を与えないものとする。上記の定めにかかわらず、買主が理由なく本注文書を解除し、又は取り消した場合、買主は、かかる解除又は取り消しの日以前に、本注文書の履行に直接関連し、かつ売主が実際に負担した費用があれば、その費用を売主に支払い、その支払のみが、かかる解除又は...
	5. 価格　本商品の価格は、買主が書面で別途合意しない限り、注文明細で定める価格又はそれ以下の価格でなければならない。価格は、本購買品の納品又は本サービスの履行に必要な活動全体に対応するものであり、売主は、納期を守るために、買主に追加の費用を請求することなく、労働力、材料、設備を含む十分な資源を投入するものとする。
	6. 支払　買主は、本注文書及び／又は補足契約に定めるすべての要件を満たす本商品について、以下の(a)から(c)のいずれか早いものから起算して、60日間又は法令で許容される最長期間内に、争いのない金額を支払うものとする。
	(a)本購買品の納品（第13条（納品条件）に従う）又は本注文書及び／若しくは補足契約において定める本サービスの履行の完了
	(b)完全かつ詳細な請求書の受領
	(c)本購買品については、適正な出荷明細書の受領
	なお、買主は、誠意をもって異議を申し立てた金額の支払を保留することができる。請求書に対する支払は本商品の受領を意味するものではなく、請求書の内容は本商品の過誤、不足、欠陥に応じて調整されるものとする。
	請求書に関する紛争をもって、売主による本購買品の引渡しの不履行又は本サービスの不履行を正当化できないものとする。支払は、注文明細及び/又は補足契約で指定された通貨により行われる。
	7. 経費の償還　売主が負担した経費の償還は、買主が事前に書面で承認するものに限られる。事前に承認された旅費の償還については、買主の旅費ガイドラインに従うものとする。
	8. 相殺　買主は、本注文書に関連するものであるか否かを問わず、買主又はその関連会社が売主に対して支払義務を負う金額から、売主が買主又はその関連会社に対して支払義務を負う金額を差し引くことができる。
	9. 税金　各当事者は、適用法令に基づき、本注文書に基づく取引及び支払に関してその当事者に課されるすべての税金を特定し、納める責任を負う。売主は、適用される消費税、売上税、使用税、付加価値税及びサービス税（以下、「間接税」という。）のうち、売主が買主から法的に受領する義務のあるものを請求することができ、買主はこれを売主に支払うものとする。ただし、買主が免税証明書又は直接納税証明書を売主に提出し、買主がかかる間接税の免除を申請できる場合は、売主はかかる間接税を買主から受領せず、買主はこれを売主には支...
	10. 表明及び保証
	(a)売主は、以下の各事項を誓約し、表明し、及び保証する。
	(i) (A)関税、反ボイコット、禁輸、輸出入管理、出入国管理、個人情報保護、表示、環境保護、危険物、規制物質及び児童福祉に関する法律、賃金及び労働時間を含む健康、安全及び労働に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法（昭和37年5月15日法律第134号）、医療機器業公正競争規約及び医療用医薬品販売業公正競争規約、反キックバック法（42USC1320a-7b）並びにこれらに類似するものを含む全ての適用法令を遵守すること、並びに(B)買主又はその関連会社の敷地内で適用される規則を遵守すること
	(ii)本購買品の販売又は本サービスの履行に関連して必要なすべての承認、証明、許可その他の許認可を取得すること
	(iii)本購買品は、(A)安全であり、製造、設計、技術及び材料に瑕疵がないこと、(B)米国食品医薬品化粧品法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年8月10日法律第145号）並びにこれらに基づくすべての規制及び規則又はこれらに類似する適用法令に照らして、不備又は不当表示がないこと、(C)仕様書に適合していること、(D)担保権、優先権、負担その他の所有権に対する一切の権利の対象となっていないこと、(E)（本注文書及び/又は補足契約で別途指定しない限り）販売に適し...
	(iv)すべての本サービスを、優良であって、かつ専門性及び熟練に裏付けられた手法により遂行し、遂行に必要な資格と専門知識を有していること及びいかなる成果物（第27条に定義する）も第三者の知的財産を侵害し、又はこれを不正に利用するものではないこと
	(b)汚職防止　売主は、以下の(i)から(iii)を誓約し、表明し、及び保証する。
	(i) 汚職防止に関連するすべての適用法令を現在遵守しており、今後も遵守すること
	(ii) 売主、売主が雇用する者又は売主のために行動する者（従業員、役員、代理人、コンサルタント及び委託先を含む）が、(A)事業上の利益を維持する目的、事業上の便宜を得る目的、事業を個人又は事業者に誘引する目的又は個人又は事業者から失わせる目的で、直接的であるか間接的であるかを問わず、一切の経済上の価値を有するものを、(1)提供し、提供を提案し、若しくは提供の約束をしないこと、又は(2)受領し、受領を提案し、若しくは受領に同意しないこと、並びに(B)権限のある当局の役職員に対して、通常の職務行為の...
	(iii) 売主又はその関連会社の支配者、パートナー、役員、取締役又は従業員（以下、「表明対象者」と総称する。）のいずれも、当局の役職員ではないこと
	また、売主は、表明対象者が当局の役職員の身分を得る前に買主に対して書面で通知し、その表明対象者は、買主の事前の書面による同意を得ない限り、本商品の供給に当たらないものとする。
	(c)資格停止　売主は、売主、その関連会社、本サービスを提供するそれぞれの代理人、委託先又は従業員のいずれもについて、過去5年間において、以下の(i)から(iii)を誓約し、表明し、及び保証する。
	(i) 資格停止、資格剥奪又は除名の処分を受けていないこと
	(ii) いかなる機関によってもかかる制限を課すことの提案がなされていないこと
	(iii)有罪判決を受けておらず、かかる制限を受ける可能性のある民事上の判決を言い渡されていないこと
	「資格停止、資格剥奪又は除名」とは、以下の(A)から(D)のいずれかについて、適用法令に基づき、禁止、一時停止若しくはその他の制限を受ける、又は不適格とみなされることをいう。
	(A) 米国の食品医薬品局又は日本の厚生労働省が承認し、又は審査している医薬品若しくは医療機器の申請者に対して役務を提供すること
	(B) 臨床研究に参加すること
	(C) 政府のプログラムに参加すること、若しくは物品若しくは役務を提供すること
	(D) 政府の調達プログラム若しくは調達外プログラムに参加すること
	売主は、本保証に違反した場合、又は売主がそのような制限を受ける可能性のある調査や手続きを知った場合、直ちに買主に通知するものとする。通知を受領した時点で、買主は本注文書を直ちに解除することができる。
	(d)紛争鉱物　売主は、自己の費用と費用負担で、買主が求める形式で、本購買品中に存在する紛争鉱物の原産国、原産地、加工流通過程の管理及びその処理に使用された製錬者又は精製者に関するすべての合理的な情報の開示に速やかに応じることを誓約し、表明し、及び保証する。売主は、かかる情報を収集するために合理的なデューディリジェンスと調査を行い、売主の知る限り、かかる情報が真実、正確かつ完全であることを証明するものとする。「紛争鉱物」とは、コロンバイト-タンタライト（コルタン）、錫石、金、鉄マンガン重石又はそれ...
	(e)サプライヤーガイドラインの遵守　アボットは、人権、労働、環境保護及び汚職防止の基本原則を支持し、適用することで、アボット及びサプライヤーの長期的な事業の成功を確保し、世界中の人々の生活を向上させることを約束する。売主は、http://www.abbott.com/partners/suppliers.htmlに掲載されているアボットサプライヤーガイドライン（随時発効）を読み、同ガイドラインで示される価値観を遵守することに同意する。アボットの要請に応じて、売主は、(i)売主が同ガイドラインを遵...
	11. 検査　買主は、買主の単独の選択により、本商品のすべて又はサンプル（完成品若しくは仕掛品を問わない）を検査し、試験し、又は監査することができ、本商品のいずれかが仕様書に適合していない可能性又は欠陥がある可能性がある場合、買主はそれらの本商品のすべて又は一部の受領を拒否することができる。買主は、交換された本購買品の検査及び／又は再実施された本サービスの検査を行う権利を有する。
	12. 保証違反　本商品が上記の保証事項に適合しない場合、又は本約款若しくは補足契約に適合しない場合、買主は、以下の(a)又は(b)を、買主の指示に従い、合理的に可能な限り迅速に、売主の費用負担と責任において行うよう請求することができる。
	(a) 支払額の全額の返金又はクレジットの返還を請求し、適合しない本商品の未処理の本注文書を取り消し、本購買品である場合は、売主の費用負担と責任で返品すること
	(b) 売主に対して、適合しない本サービスを再実施するか、適合しない本購買品を修理し、若しくは交換すること（又は侵害品である場合は、第21条（補償）に定める救済措置を実施すること）
	売主はこれらの請求に迅速に応じなければならないものとする。また、両当事者は、商法（明治32年3月9日法律第48号）第526条が本注文書には適用されないことに同意する。
	13. 納品条件　本購買品は、注文明細で指定される、又は買主が書面で指定する引渡し場所（以下、「引渡場所」という。）において、仕向地持込渡（インコタームズ2020に基づくDAP）により引き渡されるものとする。
	14. 所有権及び危険負担　本購買品の所有権及び危険負担は、引渡場所において買主に移転するものとする。
	15. 出荷　売主は、納品される本購買品の出荷ごとに、注文明細に定める本注文書の番号、数量及び買主の品目番号を含む梱包品一覧、有効な原産地証明書、有効な分析証明書又は仕様書への適合証明書、売主の製品番号／リスト番号並びに関税分類コードが記載された書面が添付されていることを確認するものとする。買主は、これらの書類のない本購買品の引渡しを拒否する権利を留保するものとする。買主が書面で別途合意した場合を除き、出荷数量は注文数量と等しくでなければならない。
	16. 貨物の安全性及びセキュリティ基準　売主は、買主の要求に従って本購買品を梱包し、積み込み、及び出荷するものとする。買主の要求がない場合、売主は、危険物輸送に関する適用法令に従い、輸送中の本購買品の損傷や紛失を十分に防ぐことができる方法で本購買品を梱包し、積み込み、及び出荷するものとする。本購買品のセキュリティを確保するため、売主には、米国対テロ税関産業界提携プログラム（C-TPAT）、欧州認定経済事業者（AEO）セキュリティプログラム若しくは該当する同等のサプライチェーンセキュリティプログラ...
	17. 本商品の組成データの提供　売主は、売主の単独の費用と負担において、要求があれば速やかに、安全データシート、化学物質報告書又は本商品の化学組成と原産国を特定するその他の同様の技術文書を提供しなければならない。
	18. 期限の遵守　すべての本購買品の供給及びすべての本サービスの遂行において、納期が本質な要素である。
	19. 引渡の不履行　第20条（不可抗力）の定めを前提として、売主が納期までに本購買品を引き渡さない場合、又は本サービスを遂行しない場合、売主は買主に対し、その損失について損害賠償責任を含むあらゆる責任を負うものとし、買主が本注文書を取り消さないことを選択した場合、買主の請求に応じて、売主は単独の費用と負担において、引渡し又は遂行を早めるものとする。
	20. 不可抗力　いずれの当事者も、不可抗力事由による履行不能又は履行遅滞について責任を負わないものとし、また、義務の不履行又は履行遅滞が、影響を受けた当事者の合理的な支配を超える、その当事者の懈怠、過失、作為又は不作為に起因しない予見不可能な原因によるものである場合、その範囲内において、またその限りにおいて、本約款に定める義務の違反又は不履行があったとはみなされないものとする。
	「不可抗力事由」は、洪水及び地震などの自然災害、戦争、テロリズム、暴動、反乱、爆発、禁輸並びに履行を違法又は不可能にする当局の行為又は命令を含むが、原材料、労働力、エネルギー又は本商品に対するその他の投入資源に関する不足又は価格の上昇は、不可抗力事由とはみなされないものとする。不可抗力事由が発生した場合、履行を妨げられた、又は履行が遅れた当事者は、速やかに他方の当事者にかかる原因を通知するものとし、不可抗力事由を通知する当事者の単独の費用と負担において、合理的に可能な限り速やかに、不可抗力事由の影...
	21. 補償
	(a)売主は、単独の費用と負担において、以下の(i)から(iii)のいずれかを原因とし、又はこれらのいずれかに関連するあらゆる損失、責任、罰金、罰則、欠陥、損害、費用、経費（合理的な弁護士費用と経費を含む）、判決、和解、利息、報酬、起訴、手続若しくは請求から、買主及びその関連会社並びにそれぞれの従業員、取締役、役員、代理人及び委託先を防御し、補償し、及び責任を免れさせるものとする。
	(i) 本商品の設計、開発、製造又は出荷等における、売主の過失、重過失又は故意による違法行為又は不正行為
	(ii) 売主による本注文書又は補足契約の違反又は不履行
	(iii) 本商品による知的財産の侵害又は不正利用（以下、「侵害品」という。）の事実又は申し立て
	(iv) (1)隠れたるものであるか、明らかになっているものであるかを問わず、不適切な構造又は設計を含む、現実に存在する、又は主張されている本商品の欠陥、(2)仕様書又は保証への不適合又は(3)本商品に関連する厳格責任（若しくは類似の法理）又は不法行為の主張に起因する、又は起因すると主張される死亡又は負傷、財産の損害その他の損害若しくは損失
	(b)本条に基づく請求が、売主が提供した、若しくは売主のために提供された侵害品に関するものである場合、又は売主の見解ではその可能性がある場合、売主は、（本注文書及び／又は補足契約に基づく売主の義務に加えて）買主の書面による同意を前提として、以下の(i)から(iii)のいずれかの対応措置を実施する。
	(i) 同等の機能が維持されるようにしたうえで、侵害品を非侵害品に交換し、又は修理する
	(ii) 侵害品の使用を継続する権利を買主及びその関連会社に付与する
	(iii) 侵害品を、合理的にみて同等の機能を有する、侵害品ではない本商品と交換し、又は合理的にみて同等の機能を有する、侵害品ではない本商品になるよう修理する
	上記の対応措置の実施に関連する費用は、売主が単独で負担するものとする。
	(c)売主は、本条に基づく請求に対する防御をその単独の費用において引き受けるものとする。買主は、その選択、費用負担及び裁量において、本条に基づく請求に対する防御に参加することができる。売主は、買主の書面による事前の同意がない限り、買主若しくはその関連会社を拘束する、又は責任の存在若しくは不正行為の事実の認諾を含む和解や妥協には同意しないものとする。
	22. 付保　売主は、買主が売主のために又は売主に代わって付保しないことを理解する。この保険には、売主が個人である場合の身体的及び/又は個人的な傷害に対する保険や、売主の従業員に対する保険が含まれるが、これらに限定されない。したがって、売主は、本注文書に基づいて提供される本サービスの範囲に基づいて合理的な種類及び金額の財産及び責任保険を、また法律で要求される場合にはその通りに、売主自身の費用で調達及び維持する。売主は、買主の要求に応じて、売主の保険引受人の適切な権限を有する代表者が署名した保険証明...
	23. 責任の制限　本約款及び／又は補足契約に明示的に定められている場合を除き、買主及びその関連会社は、本注文書又は補足契約に基づく取引に起因し、又は関連する間接損害、特別損害、付随的損害、結果損害又は懲罰的損害賠償（時間、機会の損失、利益又は売上の損失を含む）について、売主又は第三者に対して責任を負わないものとする。
	24. 提供品　すべての提供品は買主の専有物であり、明示又は黙示を問わず、いかなる保証もなく売主に提供される。売主は、(a)提供品に対するいかなる権利も主張せず、その使用、開発、生産について、所有権、知的財産権その他の権利を含むいかなる権利主張も行わず、(b)提供品を使用するための適切な技能を有し、その使用を売主の単独の責任で行い、(c)提供品は、本注文書又は補足契約の履行に必要な範囲でのみ使用するものとし、(d)買主の事前の書面による同意を得ることなく、第三者に提供しないものとし、(e)提供品に...
	25. 機密情報　売主は、本約款に基づく義務を履行するために必要な場合を除き、買主機密情報を使用しないものとする。売主は、買主機密情報の秘密を保持し、弁護士の意見がある場合、司法手続、行政手続又は適用法令で求められる場合（この場合、売主は、かかる手続又は適用法令に従って開示する必要がある機密情報のみを開示するものとする）又は買主の事前の書面による同意がある場合を除き、買主機密情報を第三者に開示しないものとする。売主は、買主機密情報を、売主の役員及び従業員並びに売主の指揮命令下にあって、売主の組織の...
	(i) 本注文書又は補足契約に関連して、その受領前から売主が知っていた買主機密情報であって、そのことが売主の書面による記録により証明されるもの
	(ii) 第三者による制限を受けることなく売主に開示され、その第三者が法律上開示する権利を有する買主機密情報
	(iii) 売主の過失によらずに公知となった、若しくは公知になる買主機密情報
	(iv) 買主機密情報を使用することなく売主により、若しくは売主のために独自に開発された買主機密情報であって、そのことが売主の書面による記録により証明されるもの
	26. 公表　売主は、アボットのパブリックアフェアー又はその指定する者の書面による事前の同意がない限り、本注文書又は補足契約の存在及び条件を開示しないものとし、アボット又はその関連会社の社名、ロゴその他の識別情報を、売主の広報、広告、発表、宣伝素材、顧客一覧又はウェブサイトに使用しないものとする。
	27. 成果物の権利　すべての成果物（以下に定義する）は、納品の要否にかかわらず、速やかに買主に開示され、買主の専有の財産となるものとする。売主は、本約款に基づき、成果物に対するロイヤルティ又はその他の対価の支払を買主から受けることなく、成果物のすべての権利、所有権及び利益を買主に譲渡するものとする。成果物は、著作物性を有する限りにおいて、1976年米国著作権法又は米国外で適用される同等の法令に基づく「職務著作」とみなされ、買主の専有の財産となるものとする。成果物が職務著作とならない場合、売主は本...
	28. 既存の知的財産　上記の定めにかかわらず、買主又は売主は、本注文書又は補足契約の日付以前に他方の当事者、その関連会社又はライセンサーが所有していた知的財産、本注文書又は補足契約とは無関係に開発された知的財産及び売主側で買主機密情報若しくは提供品を使用せずに創出した知的財産（以下、「既存の知的財産」と総称する）の所有権を取得しないものとする。買主及びその関連会社は、本注文書又は補足契約に定められている場合を除き、明示又は黙示を問わず、売主に知的財産を使用するライセンスを付与しないものとする。
	29. ライセンス　売主は、本約款に基づき、買主及びその関連会社に対し、それらが成果物を含む本商品を使用するために必要な範囲で、既存の知的財産を使用し、変更し、及び強化するための非独占的、取消不能、ロイヤリティフリーの全世界的ライセンス（サブライセンス権を含む）を付与する。
	30. ソフトウェア　本注文書に基づきソフトウェアが提供され、そのソフトウェアが成果物ではない場合、売主は本約款に基づき、複製、アクセス及び派生物の作成を含むあらゆる使用について、世界的、永続的、ロイヤリティフリーのライセンスを買主及びその関連会社に付与する。売主は、請求書、シュリンクラップ、クリックラップ又はソフトウェアと一緒に提供されるその他の条件や契約は、そのソフトウェアの使用に売主の明示的な承諾が必要な場合でも、買主を拘束するものではなく、買主に対していかなる効力も持たず、買主によって拒否...
	31. 監査、記録及び電子データ　売主が本注文書を遵守していることを確認するため、買主、当局及びそれらの代表者は、合理的な時間、場所及び通知を前提として、(a)本商品の製造又は提供において売主が使用するすべての施設、資源及び手順を検査する権利、並びに(b)本商品に関連するすべての記録を調査する権利を有するものとする。(b)の記録について、売主は、買主又は当局の要求に応じて容易に検索可能な方法で、かつその記録又は電子データの劣化、損傷又は紛失を防止できる方法で、(i)納期から10年間又は(ii)適用...
	32. 救済措置の非排他性　本約款に定める買主の権利及び救済措置は、排他的なものではなく、累積的なものであり、実体法上若しくは衡平法上又は補足契約において定められているその他の権利及び救済措置に追加されるものとする。
	33. 独立当事者間の契約　両当事者は、それぞれ独立の契約当事者である。両当事者は共同事業者又は合弁事業者とはみなされず、一方の当事者が他方の当事者の代理人又は従業員とみなされることもない。いずれの当事者も、他方の当事者のために、又は他方の当事者の名において、義務を引き受ける、義務を発生させる、又は他方の当事者を第三者との契約、合意若しくは事業に拘束する、明示的な権利も黙示的な権利も有さず、当事者のいかなる行為もそのような権利を付与するものとはみなされないものとする。
	34. 詐欺及び濫用　両当事者は、(a)本注文書及び本注文書に基づく支払は、売主が、買主又はその関連会社の製品を紹介し、処方し、推奨し、使用し、又は購入することについて、明示的若しくは黙示的な合意又は了承の見返りとして行われたものではなく、また(b)本商品の支払総額が、売主及び買主又はその関連会社による紹介若しくは取引の量又は取引の価値を考慮して決定されたものではなく、適正な市場価格を現すものであることを認める。
	35. 透明性　売主は、買主が適用法令に基づき、飲食費用や旅費など、特定の医療従事者及び組織に対する支払又は経済上の利益の提供について、報告が義務付けられていることを認める。売主が買主に代わってそれらの支払を行う場合、売主は、支払の受領者から支払の開示について同意を得ること、支払に関するデータを収集すること及びTransparency_Hub@abbott.comを用いてそのデータを買主に速やかに報告することに同意するものとする。
	36. 譲渡　売主は、買主の事前の書面による同意（買主は独自の裁量でこれを留保することができる）がない限り、本注文書を譲渡することができないものとし、買主の同意がない譲渡の試みは無効とする。この同意を得た譲受人は、本注文書及び補足契約に基づく売主のすべての義務を書面により引き受けるものとするが、売主はその義務について主たる責任を並存して負い続けるものとする。買主は、売主の同意を得ることなく、また売主へ事前の書面による通知を行うことなく、本注文書を譲渡することができる。本注文書は、各当事者から本注文...
	37. 再委託　売主は、買主の事前の書面による同意（買主は独自の裁量でこれを留保することができる）を得ない限り、本注文書に基づくいかなる義務についても再委託することができず、代行させることもできないものとする。売主は、それらの委託先の行為及び不作為について、それらの行為及び不作為が売主によるものである場合と同等の責任と義務を負うものとする。
	38. 受益者たる第三者　買主の関連会社は、本約款で意図された受益者たる第三者である。本約款のいかなる条項も、買主の関連会社以外の第三者にいかなる性質の権利、利益若しくは救済を与えることを意図しておらず、またこれらを与えるものでもない。
	39. 合意の完全性　本注文書及び補足契約は、その主題に関する両当事者間の完全な合意を含み、かかる主題に関する過去のすべての合意、交渉、協議、書面、理解、約束及び会話に優先するものとする。
	40. 準拠法　本注文書は、抵触法の原則にかかわらず、日本法を準拠法とする。国際物品売買契約に関する国際連合条約（ウィ―ン売買条約）は適用されないものとする。
	41. 裁判管轄　以下の「紛争解決」の定めを前提として、本注文書又は補足契約に関連して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
	42. 紛争解決
	(a)本注文書又は補足契約に関して両当事者間で紛争が生じた場合、両当事者は、それぞれの代表者による直接交渉により、誠意をもってその紛争の解決を図るものとする。かかる交渉により、紛争の発生の通知後28日以内に問題が解決しない場合は、以下の裁判外紛争解決手続（以下、「ADR」という。）により解決されるものとする。
	(b)ADRを開始するには、一方の当事者は、他方の当事者に対し、ADRにより解決すべき問題を書面により通知する。その他方の当事者は、ADRの通知を受領してから14日以内に、書面による通知により、解決すべき争点を追加することができる。両当事者は、最初のADRの通知を受領してから21日以内に、手続を進行させる、相互に受け入れ可能な、独立した、公平で、利害関係のない中立人を選定するものとする。この期間内に両当事者が相互に受け入れ可能な中立人を選定することができない場合、各当事者は、独立した、公平で、利害...
	(c)ADRには、協議期日前の各当事者が依拠する証拠及び証人による証言の概要、各争点に関する結論及び解決措置並びに各当事者の結論及び解決措置の論拠となる書面（20ページを超えない簡潔なものとする）の提出が含まれるものとし、この事前手続は、協議期日の10日前までに完了しなければならない。すべての事前手続に関する紛争は、中立人によって解決されるものとする。宣誓証言、質問状、認否の要求、文書の提出など、いかなる手段による証拠開示請求も認められないものとする。
	(d)協議は、連続する2日間に実施されるものとし、各当事者は、反対尋問を含め、5時間の説明時間を与えられ、自らの主張を述べることができる。中立人は、争点ごとにいずれか当事者の結論及び解決措置の案を全面的に採用するものとするが、一部の争点については一方の当事者の結論及び解決措置の案を採用し、他の争点については他方の当事者の結論及び解決措置の案を採用することができる。中立人は、協議期日から14日以内に結論を示すが、書面による意見書は発行しないものとし、両当事者の事前の書面による同意がない限り、紛争のい...
	(e)中立人には、妥当な報酬と費用が支払われるものとする。これらの報酬及び費用並びに有利な結果を得た当事者の合理的な弁護士報酬及び費用（すべての専門家証人の報酬及び費用を含む）並びに協議場所の費用の支払については、(i)ADRにおけるすべての争点について中立人が一方の当事者に有利な結論を示した場合、敗訴当事者は、かかる報酬及び費用の100％を支払うものとし、(ii)一部の争点について中立人が一方の当事者に有利な結論を示し、その他の争点について他方の当事者に有利な結論を示した場合、中立人は、結論を示...
	43. 差止命令による救済　上記「紛争解決」の定めにかかわらず、買主は、第41条（裁判管轄）に従い、裁判管轄を有する裁判所に対して差止命令による救済を求めることができる。
	44. 解釈　単数形の文言は複数形を含むものとし、その逆も同様とする。本約款において「含む」という文言が使用されている場合は、「を含むが、これらに限定されない」ことをいう。また、「又は」という文言は、排他的であってはならない。別段の定めがない限り、「日」という文言は暦日をいう。本約款の各条項の見出しは、両当事者の便宜のために付されたものであり、本約款の一部とはみなされない。
	45. 通知　本注文書に基づき要求又は許可される通知はすべて書面で行われ、本注文書において具体的に言及し、定評のある国内又は国際宅配便、書留郵便、特定記録郵便で送料前払にて送付され、差出人への受領書の返送を伴うか、本注文書に定める住所で手交されるものとする。本注文書に基づく通知は、(a)手交、(b)定評のある国内若しくは国際宅配便への投函の2日後又は(c)書留郵便若しくは特定記録郵便の受領書に記載された配達日に正式に行われたものとみなされる。当事者は、本条に従って他方の当事者に書面で通知することに...
	46. 変更及びリコールの通知　売主は、(a)売主が第三者から本商品を調達した場合の調達先、(b)本購買品の製造工程若しくは製造場所の変更又は(c)品質、形状、適合性若しくは機能に影響を与える可能性のある変更など、本商品に影響を与える可能性のある、又は仕様書から逸脱する可能性のある変更を、買主の事前の書面による同意（買主は独自の裁量でこれを留保することができる）を得ることなく行ってはならない。売主は、本商品に関連するリコールその他の品質に関する措置について、直ちに書面にて買主に通知しなければならな...
	47. 米国連邦調達規則の遵守　本商品が買主による米国政府契約の履行において使用される場合、及び米国政府契約の条項が適用される場合、米国連邦調達規則52.244-6（商業品目の委託契約）及び52.212-5（法令又は大統領令を施行するために必要な契約条項及び条件－商業品目）の条項（随時改訂）は、本参照により、本注文書に全文が記載されているものと同等の拘束力及び効果を有し、これらの条項は、売主がプライムコントラクターであるものとして適用される。さらに、法令その他の規律に基づき、当局により契約への定め...
	48. 米国連邦請負業者の遵守　本注文書/本約款には、米国連邦規則集第41巻第60条1.4項（41 CFR 60-1.4）及び第29巻第471部第A章別紙A（29 CFR part 471, Appendix A to Subpart A）の条項が適用される場合があり、これらの条項が適用される場合、参照により本注文書／本約款に組み込まれるものとする。さらに、本注文書／本約款は、米国連邦規則集第41巻第60条300.5項a（41 CFR 60-300.5(a)）及び第41巻第60条741.5項a（4...
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